
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
大和都市計画区域における市街化区域及び市街化調整区域の区分並びに用途地域等の変更が予

定されています。(決定告示予定日 平成２３年５月上旬頃) 
 この決定告示予定日の前日まで適法に工事着手できない場合は、変更後の都市計画の規制を受け

ます。 
 
 ついては、当該都市計画の変更に係る区域内における開発（建築）許可申請については、下記の取扱

いとなりますので、よろしくご協力願います。 
 
 

記 
 
開発（建築）許可申請を平成２３年４月１日以降に受け付けたものは変更後の都市計画の規制

に基づき審査を行います。 
 

 
 
 
 下記の左欄に掲げる申請に係る土地に該当する場合に、都市計画の変更の決定告示日以前に開発（建

築）許可の処分がされていても、右欄に掲げる工事に着手していない場合は、変更後の都市計画の規

制を受けることになるのでご注意下さい。 
 

申請に係る土地の種類 左欄の土地において、都市計画の決定告示

の前日までに着手している工事の種類 
○市街化調整区域から市街化区域に編入され

る土地 
 

建築工事 
○ 市街化区域内で用途地域が変更される土地 
 
○市街化区域から市街化調整区域に編入（逆線

引き）される土地 
開発行為に関する工事 

 
詳しくは係員にお問い合わせください。 

 
奈良県土木部まちづくり推進局建築課  ＴＥＬ ０７４２－２７－７５６２       
郡 山 土 木 事 務 所 建 築 課  ＴＥＬ ０７４３－５２－１１０１ 
高 田 土 木 事 務 所 建 築 課  ＴＥＬ ０７４５－５２－６１４４        

桜 井 土 木 事 務 所 建 築 課  ＴＥＬ ０７４４－４２－９１９１ 

 

お 知 ら せ 
 

（別紙１）

都市計画区域における区域区分等の変更に伴う 

開発(建築許可)申請の取扱いについて 
 

ご注意 
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おおおお 知知知知 ら せら せら せら せ 別紙２

都市計画区域都市計画区域都市計画区域都市計画区域におけるにおけるにおけるにおける線引線引線引線引きききき等等等等のののの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴うううう

建築確認申請建築確認申請建築確認申請建築確認申請のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて（奈良市、橿原市及び生駒市域を除く）
大和都市計画区域における市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更並びに用途地

域、高度地区、防火・準防火地域等の地域地区の変更及び地区計画の変更が予定されて

います。 ((((決定告示予定日 平成決定告示予定日 平成決定告示予定日 平成決定告示予定日 平成２３２３２３２３年年年年５５５５月上旬頃月上旬頃月上旬頃月上旬頃))))

ついては、当該都市計画の変更に係る区域内における建築確認申請については、下記

の取扱いとなりますので、ご協力をお願いします。

記記記記

建築確認申請建築確認申請建築確認申請建築確認申請をををを平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降にににに受受受受けけけけ付付付付けたものはけたものはけたものはけたものは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして変更変更変更変更

後後後後のののの都市計画都市計画都市計画都市計画のののの規制規制規制規制にににに基基基基づきづきづきづき審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

ただしただしただしただし、、、、木造木造木造木造のののの小規模小規模小規模小規模なななな住宅等住宅等住宅等住宅等いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる４４４４号建築物号建築物号建築物号建築物（（（（建築基準法第建築基準法第建築基準法第建築基準法第６６６６条第条第条第条第1111項項項項

第第第第４４４４号号号号））））についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月２２２２２２２２日以降日以降日以降日以降にににに受受受受けけけけ付付付付けたものについてけたものについてけたものについてけたものについて、、、、同同同同

様様様様のののの取扱取扱取扱取扱いをしますいをしますいをしますいをします。。。。

※※※※決定告示予定日決定告示予定日決定告示予定日決定告示予定日によってはによってはによってはによっては、、、、上記上記上記上記のののの日付日付日付日付をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

特特特特にににに、、、、構造計算適合性判定構造計算適合性判定構造計算適合性判定構造計算適合性判定をををを要要要要するするするする建築物建築物建築物建築物にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、審査審査審査審査にににに相当相当相当相当のののの期間期間期間期間

をををを要要要要することからすることからすることからすることから、、、、余裕余裕余裕余裕をもったをもったをもったをもった申請手続申請手続申請手続申請手続きをおきをおきをおきをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

ご注意

このたびの都市計画の変更に係る決定告示日の前日までに、開発許可制度等

の所要の手続きを終え、確認済証の交付を受け建築工事に着手できない場合、

変更後の都市計画の規制を受けます。

なお、詳しくは奈良県土木部まちづくり推進局建築課又は各土木事務所建築担当課に

お問い合わせ下さい。

問い合わせ先

奈良県土木部まちづくり推進局建築課 ＴＥＬ 0742－22－1101

郡山土木事務所建築課 ＴＥＬ 0743－52－1101

高田土木事務所建築課 ＴＥＬ 0745－52－6144

桜井土木事務所建築課 ＴＥＬ 0744－42－9191


